
３歳児

５歳児

５領域

情 報 公 開 等

地域の実態に対応した保育事
業 と 行 事 へ の 参 加

自 己 評 価 等

（1）自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。
（2）人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう。
（3）日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する感覚を
豊かにし、保育教諭や友だちと心を通わせる。

（1）身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。
（2）身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする。
（3）身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊か
にする。

（1）身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味わう。
（2）感じたことや考えたことなどを自分なりに表現しようとする。
（3）生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感性が豊かになる。

（1）いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。
（2）感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。
（3）生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。

満１歳以上満3歳未満保育 満3歳以上教育・保育

（1）明るく伸び伸びと生活し、自分から体を動かすことを楽しむ。
（2）自分の身体を十分に動かし、様々な動きをしようとする。
（3）健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしてみようとする気持ちが育つ。

（1）明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。
（2）自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。
（3）健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもって行動する。

（1）幼保連携型認定こども園の生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。
（2）身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情
や信頼感をもつ。
（3）社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。

（1）身近な環境に親しみ、触れ合う中で、様々なものに興味や関心をもつ。
（2）様々なものに関わる中で、発見を楽しんだり、考えたりしようとする。
（3）見る、聞く、触るなどの経験を通して、感覚の働きを豊かにする。

（1）幼保連携型認定こども園での生活を楽しみ、身近な人と関わる心地よさを感じる。
（2）周囲の園児等への興味・関心が高まり、関わりを持とうとする。
（3）幼保連携型認定こども園の生活の仕方に慣れ、きまりの大切さに気付く。

(1)身体感覚が育ち、快適な環境に
心地よさを感じる。
(2)伸び伸びと体を動かし、はう、歩く
などの運動をしようとする。
（3）食事、睡眠等の生活のリズムの
感覚が芽生える。

（1）安心できる関係の下で、身近な
人と共に過ごす喜びを感じる。
（2）体の動きや表情、発声等によ
り、保育教諭等と気持ちを通わせよ
うとする。
（3）身近な人と親しみ、関わりを深
め、愛情や信頼感が芽生える。

健やかに伸び
伸びと育つ

生命の保持

情緒の安定

適度な運動と休息の充足

自我の育ちへの受容と共感

人間関係

（1）言葉遊びや言葉で表現する楽しさを感じる。
（2）人の言葉や話などを聞き、自分でも思ったことを伝えようとする。
（3）絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり取りを通じて身近な人と気持ちを通わせる。

（1）身の回りのものに親しみ、様々
なものに興味や関心をもつ。
（2）見る、触れる、探索するなど、身
近な環境に自分から関わろうとす
る。
（3）身体の諸感覚による認識が豊
かになり、表情や手足、体の動き等
で表現する。

身近な人と気持ち
が通じ合う

身近なものと関
わり感性が育つ

表現

言葉

環境

年少児（22名）担任1名×2学級・年中年長児（混合22名）担任1名×3学級

0歳児保育

教育・保育において育みたい
資質・能力の３本の柱

幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿10項目

提供する教育・保育の
内 容

特別支援教育・保育

本園独自の『教育保育指針』（2023年８月16日完成）は、保育部と教育部の保育者が実践と
願いを基に協同で作成した。入園から卒園（修了）までの園生活や遊び・活動内容に段階的
かつ連続性を持たせた。特に、保育部と教育部が互いのカリキュラムを知り、関連付けを試
みたことは、本園にとって大変有意義だった。
今年度は、個と集団（子ども社会）の健やかな成長の為に保育環境を見直し、具体的で豊か
な体験の実現を目指す。

「愛のうちに喜びをもって生き、自分の力で発見し、つくり出しつつ、みんなと共に伸びゆく子ども」
① 保育者は一人ひとりの子どもの気持ちや思いをありのままに受け入れ、探求心が膨らむような「遊びこむ」環境作りに努める
② 子育て仲間として保護者同士のつながりを大切にし、園と家庭とが連携して子どもも大人もみんなで育ち合う関係性を大切にする
③ 幼児教育と保育・養育との連携が子どもたちの生活の質を高め、平和な社会・世界を創り出していく人へと成長する歩みを支える

キリスト教保育とは…子ども一人ひとりが神によって命を与えられた者として、イエス・キリストを通して示される神の愛と恵みのもとで育てら
れ、今の時を喜びと感謝をもって生き、そのことによって生涯にわたる生き方の基礎を培い、共に生きる社会と世界をつくる自律的な人間として
育つために、保育者がイエス・キリストとの交わりに支えられて共に行う、意図的、継続的、反省的な働きである。　　『新キリスト教保育指針』
第1部Ⅱより抜粋（社団法人キリスト教保育連盟発行）

４歳児

　　　　　　　　　（この教育は教育課程に係る１日４時間、年３９週を下回らない学校教育のこと）

園児の生活全体を豊かにするために家庭との連携を密にし、信頼関係構築に努
める。日頃より機会ある毎に園生活の様子を積極的に明瞭簡潔に伝え、家庭か
らの連絡帳記入等による情報交換を通して、園児の成長状況把握に努める。全
家庭に対しては園生活のしおり・園だより・ＨＰ等により園に関する情報を提供す
る。子育て仲間として保護者同士のつながりを大切にし、園児をみんなで育てよ
うとする雰囲気を醸成する。

創造的な思考や主体的な生活態度などの
基礎を培う。小学校生活や学習への円滑な
接続に向けて、保育教諭と教員、園児と小
学生などの交流・意見交換・合同研究等の
機会を設ける。

教育・保育
（園児が環境に関わって

経験する事項）

健康

身近な仲間や自然等の環境と積極的にかかわり、
探求心と意欲を持って活動する

探求心を育成し、信頼感を深め、仲間と共に感情豊かな表現をする

集団生活の中で自立的・意欲的に活動し、
個々の探求心から体験を積み重ねる

◎ねらい

応答的な触れ合い
情緒的な絆の形成

自己肯定感の確立と他者の受容主体性の育成

２歳児（満３歳含む）

(乳児)
三つの視点

　本園は、園児一人ひとりをかけがえのない存在として尊重し、『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』（平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号）に
基づき、教育・保育その他の便宜の提供を行う。乳児期と幼児期の特性を生かした教育・保育環境の創造に努め、園児が主体的に生きようとする力が育成されるよう家庭と
園との協力体制の下、教育・保育を進めていく。

運 営 の 方 針

家庭との連携小学校との接続

生理的欲求の充実を図る 0歳児（5名）担任2名・1歳児（11名）担任4名・2歳児満3歳児（17名）担任3名

４歳児

教 育 ・ 保 育 時 間

主　な　園　行　事
入園式／進級式／始業式／誕生会／避難訓練・防災訓練／野菜の苗植え／健康診断(内科・歯科）／身体測定／保育参観日／交通安全教室／プール開き／七夕／年長児
スペシャルデー／野菜の収穫/昆虫飼育／クラス懇談会／運動会／収穫感謝祭／豚汁パーティー／学年別バスドライブ／聖十字まつり／こども祝福式／焼き芋パーティー
／クリスマス礼拝・クリスマス祝会／お餅つき／年長児そり遊び／豆まき会／個人面談／聖十字カーニバル／大きくなったねの会／お別れパーティー／卒園式／終業式

乳児

１歳児

２歳児

発達の連続性を考慮したカリキュラムを実際に活用し、検証するキリスト教保育とその目指すもの

生理的欲求を満たし安心して園で生活する

行動範囲を広げ探索活動を盛んにする

探求心を大切に象徴機能や想像力を広げ
る

法人による適切な施設運営管理の評価と監査　　　　幼保連携型認定こども園としての評価（保護者アンケート・学校関係者評価委員会）
保育教諭の自己評価（保育計画と反省・評価・改善、子どもの成長記録と評価）（子どもの人権尊重に関わるセルフチェックリスト）　　　　危機
管理マニュアルの習得、ヒヤリハット報告に基づいた事故防止と危険回避の相互学習

研 修 計 画

1.キリスト教保育を通して感謝の心、祈る心、自分と同じように他者を愛する心を育む。
2.遊びや生活による体験学習を積み重ね、自ら学ぶ力や良い習慣が身につくことを大切にする。
3.完全自園給食を実施し、作り手の見える食事を友だちや保育者と一緒に感謝しておいしく食べる。
4.松本城や旧開智学校が近く恵まれた環境にあり、身近な自然から季節の移り変わりを楽しむ。
5.未就園児親子対象の「おひさまひろば」や「おはなしひろば」の開催、一時預かり保育の実施など地域の子育てセンターとしての役割を担う。

健康支援 地域社会との交流

・施設見学や施設訪問
・園外保育
・教育実習生及び高校生保育体験（ボ
ランティア・インターンシップ）
・幼小交流

キリスト教保育指針を学ぶ園外・園内研修　先進地視察研修・人権に関わる研修・キャリアアップおよび処遇改善加算に必要な研修への計画的な参加（乳児保育、特別支援教育、食育・ア
レルギー、保健衛生・安全対策、環境教育、保護者支援、地域子育て支援、等）・保育環境まつもと指標・フィールド研修・園長・主任者研修・コドモンカレッジの活用 CAP

本園の特色

ホームページ（お知らせ、園の歴史、園児募集、子育て支援事業、口頭詩、一日の流れ、主な行事、寄附行為、2025年度計算書類、2024年度
計算書類、2026年度予算書、2025年度自己評価・学校関係者評価委員会のまとめ、計画、2024年度自己評価・学校関係者評価委員会のま
とめ、2025年度聖十字幼稚園全体計画））

・健康及び発育発達状態の定期的、継続的な把握
・年２回の園医による健康診断（内科・歯科）
・登園時及び保育中の体調観察、また異常が認められた
ときの適切な対応
・感染症の流行回避の為、換気や手洗い等の励行（感染
症流行に関する情報収集と職員間の情報共有）
・年間保健指導計画（年齢別参照）
・年1回職員健康診断及び毎月の検便（栄養士・調理員・
調乳担当者・給食配膳者）

・避難訓練・防災訓練（火災、地震、不審者対応）の実施（毎月）
・消防署視察
・消火訓練の実施
・被災時における対応と備蓄
※年2回外部業者による消防設備点検
・大門沢川の氾濫…浸水の災害
・日頃から子どもの身長より高い位置に物を置かない、避難経路を塞いでいないかを点検す
る
・災害発生時には避難等対応について、全館放送により速やかに周知する

災害への備え

地域にある文化施設・祭りや行事などに関心を持ち、見学や訪問をする（新型コロナウイルス感染状況によっては、移動や集会を避けるよう
にする）交通安全教室開催時に地域の交通指導員が同席することにより、日頃からの見守りに感謝しつつ、地域における園児の安全確保へ
の協力要請に努める

食育の推進

・友だちや保育者と一緒に、給食を感謝して美味しく食べる時間を楽しむ
・０歳～２歳児については個別に食事ができるよう配慮し、食事をいただく満足感を
味わう
・栄養バランスを考えた自園給食の提供に携わる給食関係者の働きに関心を持つ
・炊きたて米飯・作り立て料理・手作りおやつ等の味わいや、旬の食材や行事食を楽
しむ
・アレルギー対応食を提供し、互いが配慮しながら安全な食卓を実現する
・菜園づくりを通して土や作物への関心を高め、食材を育てたり収穫する人々に対し
て感謝の気持ちを抱く
・地産地消について、関心を向けたり話題にするよう努める

・一時預かり保育（幼稚園型）「こあら」
・「おひさまひろば」遊びと参加者間の
交流を中心とした2歳児親子教室
・「おはなしひろば」お話を中心とした親
子サークル
・一時預かり保育（一般型）「ぱんだ」

・施設内外の設備、用具等の清掃及び消毒
・施設内外の設備、用具等の安全管理及び自主点検
・子ども及び全職員の清潔保持
・感染予防対策指針の作成と実施及び保護者との情報共有
・新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルスへの対応
・トイレや水回りの衛生管理に努める
・安全教育年間計画（月別参照）
・警察署の指導による交通安全教室の実施
・東門と南門の安全確保（開放時には必ず職員が監視に立つ）
＊年2回外部業者による消防設備点検

子育て支援事業環境、衛生・安全管理

2026年4月1日
幼保連携型認定こども園聖十字幼稚園　　2026年度　教育及び保育の内容に関する全体的な計画　　

一人ひとりがかけがえのない存在であること、一
人ひとりが違った存在であることを尊重する関わ
りの実現を目指す。個々に対応するために必要
に応じた合理的配慮にも開かれた考え方を保育
者が持つよう努める。

（1）生活や活動体験を十分に積み重ねる　（2）自己表現したり自己発揮することが受け入れられる環境構成に努め、乳幼児期にふさわしい生活を展開する　（3）遊びを通した教育・保育を中心として５領域のねらいを達成する　（4）園児一人ひとりの発達の課題に即した教育・保育内容を実践する　　（5）自立心・主体性・自己肯定感・探求心が育っていくよう個と集団の育成を図る　

 ５歳児

健康・安全への意識の向上

心身の調和と安定により自信を持つ

年齢

運動と休息のバランスと調和を図る

１歳児（満１歳以上）

生活リズムの形成を促す

温かなやり取りによる心の安定

養　 護

0歳児 ３歳児

健康的生活習慣の形成

クラス編成（定員と担任数）

本園は、キリスト教精神に基づく教育及び保育の一体的な提供を通じて、乳児及び幼児（以下「園児」という。）が神からも人からも愛されていることを知り、自らも人やすべて
命ある存在に愛を注ぐ人へと成長していくよう、園児にとってふさわしい生活・遊び・活動の充実を図る。
また、本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）及び子ども・子育て支援法
（平成24年法律第65号）、その他の関係法令並びに関係条例を遵守して運営する。

小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域にお
いて子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。

子どもの教育及び保育目標
(学年の重点）

（保育目標・保育の内容ともに年間指導計画の基
礎事項・年間指導計画・行事のねらいは別紙）

教 育 ・ 保 育 方 針

事 業 の 目 的

・１号認定：標準教育時間　→8：30～14：00
・２号認定３号認定：基本保育時間　→標準時間　7：30～18：30　　→短時間　8：30～16：30
・一時預かり（幼稚園型）→7：30～8：30　14：00～17：00
・一時預かり（一般型）8：30～16：30

ケ　言葉による伝え合い

ク　数量や図形、標識や文字などへの
関心・感覚

エ　道徳性・規範意識の芽生え

ウ　協同性

イ　自立心

ア　健康な心と体

ウ　心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生
活を営もうとする
「学びに向かう力、人間性等」

コ　豊かな感性と表現

イ　気付いたことや、できるようになったことな
どを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表
現したりする
「思考力、判断力、表現力等の基礎」

ア　豊かな体験を通じて、感じたり、気付いた
り、分かったり、できるようになったりする
「知識及び技能の基礎」

オ　社会生活との関わり

カ　思考力の芽生え

キ　自然との関わり・生命尊重


